
安全ネット
メンテナンスサービス

運搬機械

サドル側：安全ネット用ワイヤ支持ブラケットサドル側：安全ネット用ワイヤ支持ブラケット

・安全ネット設置に伴う主要構造部への取付部材溶接には、所轄労働基準監督署への変更届の提出有無確認が
必要となります。

・安全ネットの経年劣化による強度の健全性を確認するため、設置１年後、以降６ヶ月毎にネットの強度試験、
記録管理が義務付けられています。

・安全ネットを設置することにより、横行方向へのフックの寄りの制限がでることがあります。

ご注意

トロリ側：安全ネット干渉防止柵トロリ側：安全ネット干渉防止柵

安全ネット設置後

クレーンのガーダ間に安全ネットを設置することで人がクレーン上から転落するリスクを低減します。
安全ネットはクレーンの横行動作に伴って伸縮するので、トロリの移動を妨げることはありません。

安全ネットの増設の際には以下のような部材を別途追加する必要があります。安全ネットの増設の際には以下のような部材を別途追加する必要があります。
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